
工事名　　　旧光市立光総合病院解体工事

工事場所　　光市虹ｹ浜2 丁目10-1 外

工事期間　　令和5年11月6日～令和7年6月20日（予定）

　　工事責任者　岩井 現場代理人　小番（こつがい）主任技術者　藤本　

連絡先　   　0833-48-5855

令和6年10月度の工事は、北棟では透析棟の解体を行います。

看護師寮は10月2週目より伐採、フェンス撤去及び仮囲い・養生足場の作業を実施します。

解体については下旬位から作業を実施します。

南側病棟では、基礎部分を解体しながら、ガラ搬出を継続して行っていきます。

10月も引続き、ダンプトラック等、コンクリートガラ搬出のほか工事車両の出入りがあります。

解体に使用する重機・車両も継続して稼働するため、騒音や振動、粉じんには注意を

払って施工致します。

工事用車両出入口には誘導員を配置して、第三者優先で工事用車両の搬入出を行います。

近隣の皆様や、通行する車両の安全確保、アスベスト含有物の飛散等が無いよう、環境対策に

十分考慮して作業を行います。

①一般車両の通行を妨げることの無いよう、

　交通誘導員を配置し出入口の誘導を行います。

　(※仮設計画参照）

②制限速度の遵守、過積載の防止等交通法規の

　遵守を徹底します。

③安全意識高揚の為「交通安全マップ」及び

　「注意事項」を運転席に掲示します。

【粉塵・泥・騒音・振動対策】
①解体時はシート養生及び散水により、ほこりの飛散を防止します。　　

②道路上はこまめな清掃を行います。

③敷地境界に騒音振動測定を設置し、計測値を表示します。

④建設機械は、低振動・低騒音型を使用し、振動・騒音の低減に努めます。

⑤工事区域全周に仮囲い、解体養生足場(防音シート張り)を設けて

　騒音振動粉塵を低減します。

<アスベスト類対策>

①事前調査の結果を掲示し、法に則り適正に飛散養生、アスベストの撤去を行います。

①近隣既設建物および道路施設等は損傷することのないように配慮し、万一損傷を与えた時は

旧光市立光総合病院解体工事のおしらせ

【その他】

【工程表】

　速やかに原型復旧します。

【環境対策】

【工事概要】

【交通安全対策】

【施工内容】

施工者　   　東亜・時盛特定建設工事共同企業体

作業時間は原則として8時～17時とし、日曜日は休工とします。
第２.第４土曜日も休工とします。

発注者　　　光市病院事業管理者　

②着手前に監督職員及び近隣施設管理者立会いの上、写真等で現状の把握確認を行います。

【工事計画】

仮設足場（防音シート）
【凡例】

仮囲い（万能鋼板 高さ3ｍ）

キャスターゲート（高さ1.8ｍ）
誘導員

図１．注意事項


